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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡の先端部に設けられた観察窓へのあらゆ
る方向からの接触を防止することができる内視鏡を提供
する。
【解決手段】本発明の内視鏡は、挿入部の先端に設けら
れた先端面１４と、先端面１４に設けられた観察窓３０
、流体噴出用ノズル２６、及び、先端面１４の外周部に
配置され観察窓３０より前方側に向かって突出した第１
保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６
を備え、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３
保護突起６６に先方側から接触可能な仮想平面のすべて
の組み合わせにおいて、仮想平面が観察窓３０より前方
側に配置され、且つ、流体噴出用ノズル２６と同じ高さ
又は前方側に配置され、第１保護突起６２、第２保護突
起６４及び第３保護突起６６によって囲まれる外環領域
Ｓ内に、観察窓３０及び流体噴出用ノズル２６の一部が
含まれる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の先端に設けられた先端面と、
　前記先端面に設けられ、被検体内を観察する観察窓と、
　前記先端面に設けられ、前記観察窓に向けて流体を噴出するノズルと、
　前記先端面の外周部に配置され、前記観察窓よりも前方側に向かって突出して設けられ
た複数の保護突起と、を備え、
　前記複数の保護突起に前方側から接触可能な仮想平面のすべての組み合わせにおいて、
前記仮想平面が前記観察窓よりも前方側に配置され、且つ、前記仮想平面が前記ノズルと
同じ高さ又は前記ノズルより前方側に配置され、
　前記先端面を平面視した際に、前記複数の保護突起によって囲まれる外環領域内に、前
記観察窓が含まれ且つ前記ノズルの少なくとも一部が含まれる、
　内視鏡。
【請求項２】
　前記先端面は、前記ノズルが配置される第１面と、前記第１面から前方側に突出した突
出部に設けられ且つ前記観察窓が配置される第２面とを有する、
　請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記複数の保護突起は、前記第２面に設けられた第１保護突起を含み、
　前記第１保護突起は、前記ノズルの中心と前記観察窓の中心とを結ぶ仮想直線の一方側
にオフセットした位置に配置される、
　請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記先端面は、前記観察窓に対して前記ノズルとは反対側に設けられ且つ前記観察窓か
ら離れるに従って後方側に傾斜した流体排出面を有する、
　請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記第１保護突起は、前記流体排出面に隣接した位置に設けられる、
　請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記複数の保護突起は、前記第２面に設けられた第２保護突起及び第３保護突起を含み
、
　前記第２保護突起と前記第３保護突起との間に前記ノズルが配置される、
　請求項２から５のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第２面は、前記第２面の外周部の両端部からそれぞれ延設された２つの延設部を有
し、
　前記２つの延設部のうち一方の延設部には前記第２保護突起が設けられ、他方の延設部
には前記第３保護突起が設けられる、
　請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記第２保護突起及び前記第３保護突起と前記ノズルとは同じ高さである、
　請求項６又は７に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記第２保護突起及び前記第３保護突起は、前記ノズルよりも前方側に突出して設けら
れている、
　請求項６又は７に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記複数の保護突起は、前記第１面に設けられた第４保護突起及び第５保護突起を含み
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、
　前記第４保護突起と前記第５保護突起との間に前記ノズルが配置される、
　請求項２に記載の内視鏡。
【請求項１１】
　前記第４保護突起及び前記第５保護突起と前記ノズルとは同じ高さである、
　請求項１０に記載の内視鏡。
【請求項１２】
　前記第４保護突起及び前記第５保護突起は、前記ノズルよりも前方側に突出して設けら
れている、
　請求項１０に記載の内視鏡。
【請求項１３】
　前記複数の保護突起は、内視鏡観察範囲外に配置される、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項１４】
　前記複数の保護突起は、前記観察窓の視野範囲外に配置される、
　請求項１３に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡に係り、特に挿入部の先端部における観察窓の保護の向上を図る内視鏡
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の挿入部の先端部における先端面には、被観察部位からの被写体光を取り込む観
察窓や、被観察部位に照明光を出射する照明窓が配置される。また、先端面には、観察窓
に付着した体液等の付着物を除去するために観察窓に向けて洗浄液（水等）や気体（空気
等）の流体を噴射する流体噴出用ノズル（送気送水ノズル）が配置される。
【０００３】
　内視鏡の先端面が、準備作業時において作業台の天板、検査時に術者が把持した際の床
面、ハンガに掛けた際の床面、洗浄及び消毒の際のシンク及び洗浄機の槽等（以下、「被
接触部材」ともいう）に接触した場合、観察窓及び照明窓が、被接触部材に接触すること
で破損する虞がある。特に、観察窓（対物レンズ）が凸形状の場合は、接触する可能性が
高くなる。
【０００４】
　観察窓のレンズ部分への接触を防止し、耐衝撃性を向上させた内視鏡として、例えば、
下記の特許文献１には、送気送水用ノズルに設けられた第１の接触先端部と、観察窓及び
照明手段の少なくとも一方以外に設けられた第２の接触先端部と、が形成された内視鏡が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１９２６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の内視鏡は、第１の接触先端部と、第２の接触先端部
とで、被接触部材との接触を防止するようになっているが、第１の接触先端部及び第２の
接触先端部を結ぶ直線状から横にずれた場合、天面や床等の被接触部材が観察窓に接触す
る場合があった。
【０００７】



(4) JP 2019-62988 A 2019.4.25

10

20

30

40

50

　また、第１の接触先端部は、送気送水ノズルに設けられているため、被接触部材と接触
することで、送気送水ノズルが破損することも考えられる。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、あらゆる方向からの接触に対しても
観察窓への接触を防止することができ、且つ、流体噴出用ノズルへの接触に対する衝撃を
軽減できる内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的を達成するために、本発明に係る内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部
と、挿入部の先端に設けられた先端面と、先端面に設けられ、被検体内を観察する観察窓
と、先端面に設けられ、観察窓に向けて流体を噴出するノズルと、先端面の外周部に配置
され、観察窓よりも前方側に向かって突出して設けられた複数の保護突起と、を備え、複
数の保護突起に前方側から接触可能な仮想平面のすべての組み合わせにおいて、仮想平面
が観察窓よりも前方側に配置され、且つ、仮想平面がノズルと同じ高さ又はノズルより前
方側に配置され、先端面を平面視した際に、複数の保護突起によって囲まれる外環領域内
に、観察窓が含まれ且つノズルの少なくとも一部が含まれる。
【００１０】
　本発明の一形態は、先端面は、ノズルが配置される第１面と、第１面から前方側に突出
した突出部に設けられ且つ観察窓が配置される第２面とを有することが好ましい。
【００１１】
　本発明の一形態は、複数の保護突起は、第２面に設けられた第１保護突起を含み、第１
保護突起は、ノズルの中心と観察窓の中心とを結ぶ仮想直線の一方側にオフセットした位
置に配置されることが好ましい。
【００１２】
　本発明の一形態は、先端面は、観察窓に対してノズルとは反対側に設けられ且つ観察窓
から離れるに従って後方側に傾斜した流体排出面を有することが好ましい。
【００１３】
　本発明の一形態は、第１保護突起は、流体排出面に隣接した位置に設けられることが好
ましい。
【００１４】
　本発明の一形態は、複数の保護突起は、第２面に設けられた第２保護突起及び第３保護
突起を含み、第２保護突起と第３保護突起との間にノズルが配置されることが好ましい。
【００１５】
　本発明の一形態は、第２面は、第２面の外周部の両端部からそれぞれ延設された２つの
延設部を有し、２つの延設部のうち一方の延設部には第２保護突起が設けられ、他方の延
設部には第３保護突起が設けられることが好ましい。
【００１６】
　本発明の一形態は、第２保護突起及び第３保護突起とノズルとは同じ高さであることが
好ましい。
【００１７】
　本発明の一形態は、第２保護突起及び第３保護突起は、ノズルよりも前方側に突出して
設けられていることが好ましい。
【００１８】
　本発明の一形態は、複数の保護突起は、第１面に設けられた第４保護突起及び第５保護
突起を含み、第４保護突起と第５保護突起との間にノズルが配置されることが好ましい。
【００１９】
　本発明の一形態は、第４保護突起及び第５保護突起とノズルとは同じ高さであることが
好ましい。
【００２０】
　本発明の一形態は、第４保護突起及び第５保護突起は、ノズルよりも前方側に突出して
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設けられていることが好ましい。
【００２１】
　本発明の一形態は、複数の保護突起は、内視鏡観察範囲外に配置されることが好ましい
。
【００２２】
　本発明の一形態は、複数の保護突起は、観察窓の視野範囲外に配置されることが好まし
い。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、挿入部の先端面に設けられたノズルと複数の保護突起とにより、先端
面に接触する被接触部材が観察窓に接触することを防止することができる。また、ノズル
の少なくとも一部を複数の保護突起によって囲まれる外環領域内に含むようにノズル又は
保護突起を配置することで、被接触部材にノズルが接触する際に保護突起にも接触するの
で、被接触部材の接触によるノズルへの衝撃を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明が適用される内視鏡の全体図
【図２】第１実施形態の先端部の斜視図
【図３】第１実施形態の先端部の平面図
【図４】図３の先端部のＢ－Ｂ矢視断面図
【図５】図３の先端部のＡ方向から見た側面図
【図６】第１実施形態の先端部の簡略図
【図７】第１実施形態の変形例を示す先端部の簡略図
【図８】第１実施形態の他の変形例を示す先端部の簡略図
【図９】第２実施形態の先端部の斜視図
【図１０】第２実施形態の先端部の平面図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面に従って本発明に係る内視鏡の好ましい実施形態について詳説する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態に係る内視鏡１を示した構成図である。同図における内視鏡
１は、患者体内に挿入される挿入部２と、挿入部２の基端に連設され、内視鏡１の把持及
び挿入部２の操作等に用いられる操作部３と、内視鏡１を不図示の光源装置やプロセッサ
装置等のシステム構成機器に接続するユニバーサルコード４とを備える。なお、本実施形
態の内視鏡１は、大腸等を観察する下部内視鏡（大腸内視鏡）である。
【００２７】
　挿入部２は、先端と基端と長手軸とを有し、基端から先端に向かって順に連設される軟
性部５、湾曲部６、及び先端部７から構成される。軟性部５は、可撓性を有し、挿入部２
の挿入経路に沿って任意の方向に湾曲する。湾曲部６は、操作部３のアングルノブ８、９
の各々の操作により上下と左右の各々の方向に湾曲する。先端部７は、体内の観察部位を
撮影する観察部や被観察部位に照明光を照射する照明部などを備える。
【００２８】
　＜第１実施形態＞
　図２は、第１実施形態の先端部７を拡大して示した斜視図であり、図３は、平面図であ
る。図２及び図３に示すように先端部７は、第１面２０と、第１面２０から先方側に突出
した突出部２２に設けられた第２面２３と。からなる先端面１４を有する。先端面１４は
、長手軸との交差位置を中心とする円形状の平坦面を基調にして形成され、先端面１４の
略半円が第１面２０、残りの領域が第２面２３となる。第１面２０と第２面２３の境界部
分は、第１面２０から第２面２３に向かって、徐々に前方側に高さが高くなる傾斜面２４
により形成されている。第１面２０には、処置具導出口２５及び流体噴出用ノズル２６等
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を有する。また、第２面２３には、第１照明窓２８、第２照明窓２９及び観察窓３０等を
有する。なお、以下において単に「長手軸」という場合には挿入部２の長手軸を示す。ま
た、「前方側」とは、挿入部２の長手軸の先端側をいう。
【００２９】
　観察窓３０は、被検体内を観察するために、被観察部位の画像を取得する観察部の構成
要素であり、被観察部位からの被写体光を観察部の他の構成要素である光学系（結像レン
ズ等）及び撮像手段に取り込む。この観察部により撮影された画像は観察画像（内視鏡画
像）としてユニバーサルコード４により接続されたプロセッサ装置に送られる。
【００３０】
　第１照明窓２８及び第２照明窓２９は、先端部７に搭載される照明部の構成要素であり
、照明部の他の構成要素である光出射部から出射された照明光を被観察部位に照射する。
この光出射部から出射される照明光は、ユニバーサルコード４により接続された光源装置
から内視鏡１の内部を挿通するライトガイドを通じて伝搬される。
【００３１】
　処置具導出口２５は、挿入部２内を挿通する処置具挿通チャンネルを通じて操作部３の
処置具導入口１２（図１参照）に連通しており、処置具導入口１２から挿入された処置具
が導出される。
【００３２】
　また、処置具挿通チャンネルには吸引チャンネルが連結しており、操作部３の吸引ボタ
ン１１（図１参照）の操作により処置具導出口２５からの吸引が行われる。
【００３３】
　流体噴出用ノズル２６は、流体を噴出する開口部である噴出口２７が観察窓３０に向け
て配置され、観察窓３０の表面３０Ｓ及びその周辺部に洗浄液又は気体を噴射する。
【００３４】
　流体噴出用ノズル２６は、内視鏡１の内部を挿通する送気送水チャンネルに連通してお
り、ユニバーサルコード４に接続された不図示の送気送水装置にその送気送水チャンネル
を介して接続される。
【００３５】
　そして、操作部３の送気送水ボタン１０（図１参照）に形成されたリーク孔が指で閉鎖
されると、送気送水装置からの気体が流体噴出用ノズル２６から噴出し、リーク孔を閉鎖
した指で送気送水ボタン１０が押下されると、送気送水装置からの洗浄液が流体噴出用ノ
ズル２６から噴出する。
【００３６】
　なお、観察窓３０の洗浄の手順としては、例えば、流体噴出用ノズル２６から洗浄液を
噴射して観察窓３０に付着した血液や体液等の付着物を除去した後、流体噴出用ノズル２
６から気体を噴射して観察窓３０又はその隣接した領域に残留した洗浄液を除去する。
【００３７】
　ここで、先端面１４における各部の平面的な配置関係について図３を参照して説明する
。第２面２３には、上述したように、観察窓３０と、第１照明窓２８と第２照明窓２９と
が配置される。具体的には、観察窓３０は、先端面１４の中心に対して先端面の周縁に偏
倚した位置に設けられる。第１照明窓２８は、観察窓３０の一方側に設けられ、第２照明
窓２９は、観察窓３０を挟んで第１照明窓２８の反対側に設けられる。また、第１面２０
には、流体噴出用ノズル２６と、処置具導出口２５とが配置される。具体的には、流体噴
出用ノズル２６は、噴出口２７が観察窓３０を向く位置に設けられる。処置具導出口２５
は、流体噴出用ノズル２６に隣接した位置に配置される。
【００３８】
　観察窓３０の表面３０Ｓは、前方側に向かって突出した凸面により構成されており、突
出部２２に形成された開口５０に配置される。なお、観察窓３０の表面３０Ｓの周縁と開
口５０の周縁との間の隙間は、接着剤５２により封止固定されており、接着剤５２の表面
５２Ｓ（図４参照）が、観察窓３０の表面３０Ｓの周縁と開口５０の周縁との間に配置さ
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れる。
【００３９】
　第１照明窓２８の表面２８Ｓ及び第２照明窓２９の表面２９Ｓの各々は、挿入部２の長
手軸と垂直に配置されるとともに、第２面２３に形成された開口５４、５６の各々に配置
される。第１照明窓２８及び第２照明窓２９についても、第１照明窓２８の表面２８Ｓの
周縁と開口５４の周縁との間の隙間、及び、第２照明窓２９の表面２９Ｓの周縁と開口５
６の周縁との間の隙間は、接着剤により封止固定されている。
【００４０】
　図４は、図３のＢ－Ｂ矢視断面図である。先端部７は、金属等の硬質材料により形成さ
れ、先端部７に配置される各種部品を保持する先端部本体４０を有する。
【００４１】
　なお、同図には、先端部本体４０に保持される部品として、観察部を構成する観察窓３
０及び結像レンズを収容した鏡胴４４と、流体噴出用ノズル２６に接続される送気送水チ
ャンネル４６の端部とが示されている。観察窓３０（及び結像レンズ）の光軸は、本実施
の形態では挿入部２の長手軸と略平行する。
【００４２】
　流体噴出用ノズル２６は、図４のように送気送水チャンネル４６の端部に接続される基
端部分２６Ａから噴出口２７が形成される先端部分２６Ｂまでの形状がＬ字状を有してお
り、流体噴出用ノズル２６の先端部分２６Ｂが先端部本体４０に形成された開口６１から
挿入部２の長手軸方向の先端側に突出して配置される。
【００４３】
　また、流体噴出用ノズル２６の噴出口２７は、流体噴出用ノズル２６の管路の軸線に略
垂直な長方形の開口（平面）であり、先端面１４を挿入部２の長手軸方向から正面視した
ときに、その噴出口２７の中心を通る噴射軸が観察窓３０の表面３０Ｓの略中心に向くよ
うに配置される。なお、流体噴出用ノズル２６の外壁面と開口６１の周縁との間には、接
着剤（不図示）が配置される。
【００４４】
　第２面２３の観察窓３０に対して、流体噴出用ノズル２６の反対側は、観察窓３０から
離れるに従って、後方側に傾斜した流体排出面３２を備える。流体噴出用ノズル２６から
噴射された洗浄液は、観察窓３０を通過した後、流体排出面３２から排出される。
【００４５】
　先端面１４の外周部には、観察窓３０よりも前方側に向かって突出した複数の保護突起
を備える。図２及び図３には、先端面１４に第１保護突起６２、第２保護突起６４、及び
、第３保護突起６６の３つの保護突起を備える。第１保護突起６２、第２保護突起６４及
び第３保護突起６６と、流体噴出用ノズル２６とを組み合わせることで、先端面１４の前
方側からの被接触部材が観察窓３０に接触することを防止できる。
【００４６】
　第１保護突起６２は、第２面２３に設けられ、流体噴出用ノズル２６の中心と観察窓３
０の中心とを結ぶ仮想直線６８の一方側にオフセットした位置に配置される。第２保護突
起６４及び第３保護突起６６は、第２面２３の外周部の両端部から、第１面２０の外周部
に沿って延設された２つの延設部７０ａ、７０ｂに配置される。延設部７０ａ、７０ｂの
うち、一方の延設部７０ａに第２保護突起６４が設けられ、他方の延設部７０ｂには第３
保護突起６６が設けられる。
【００４７】
　また、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６と、観察窓３０と、
の位置関係は、先端部７の先端面１４を挿入部２の長手軸方向から平面視した際に、図３
に示すように、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６によって囲ま
れる外環領域Ｓ内に観察窓３０の全領域が含まれる。なお、「外環領域」とは、先端面１
４を前方側から見た場合に、すなわち、先端面１４に平行な投影面に第１保護突起６２、
第２保護突起６４、第３保護突起６６及びノズルを投影したとき、第１保護突起６２、第
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２保護突起６４及び第３保護突起６６の外側の輪郭で画定される外側輪郭領域をいう。図
３においては、３つの保護突起を有するため、外環領域Ｓは三角形となるが、４つ以上の
保護突起を有する場合は、隣り合う保護突起の頂点、又は、辺を結んだ多角形となる。
【００４８】
　また、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６と、流体噴出用ノズ
ル２６と、の位置関係は、流体噴出用ノズル２６の一部が、先端面１４を長手軸方向から
平面視した際に、外環領域Ｓ内に含まれる。
【００４９】
　観察窓３０を外環領域Ｓ内に含まれる位置に配置し、且つ、第１保護突起６２、第２保
護突起６４及び第３保護突起６６と、流体噴出用ノズル２６と、に前方側から接触する接
触可能な仮想平面のすべての組み合わせにおいて、仮想平面が観察窓３０より前方側に配
置するよう設定する。
【００５０】
　第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６に、前方側から接触する仮
想平面としては、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６に接触する
仮想平面を想定し、仮想平面が観察窓３０に対して前方側に配置されるように、第１保護
突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の高さ、及び、先端面１４における位
置が定められている。仮想平面が観察窓３０に対して前方側に配置されるように設定する
ことで、前方側から接触する被接触部材は、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第
３保護突起６６に接触し、観察窓３０に接触することを防止することができる。したがっ
て、観察窓３０を保護することができる。
【００５１】
　図５は、図３におけるＡ矢視図である。図５を用いて、先端面１４の長手方向の位置関
係を説明する。
【００５２】
　第１面２０を基準面とした時、第１面２０から第２面２３までの高さをＨ１とする。第
１面２０から第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６までの高さをＨ
２とする。第１面２０から流体噴出用ノズル２６までの高さをＨ３とする。
【００５３】
　第２面２３は第１面２０より、前方側に突出して設けられている。第２面２３には、観
察窓３０が配置されており、第１面２０には、流体噴出用ノズル２６が配置されている。
観察窓３０を第２面２３に設け、流体噴出用ノズル２６を第１面２０に設けることで、観
察窓３０に対する流体噴出用ノズル２６の最頂部の高さを低くすることができる。したが
って、観察窓３０の視野範囲内に流体噴出用ノズル２６が入り込むことを防止することが
でき、観察窓３０の視野範囲を確保することができる。
【００５４】
　上述したように、第１面２０と第２面２３との間は傾斜面２４により繋がれている。第
１面２０と第２面２３との間を傾斜面２４とすることで、流体噴出用ノズル２６から噴射
された洗浄液を観察窓３０に供給しやすくすることができる。
【００５５】
　また、第１面２０からの第２保護突起６４及び第３保護突起６６の高さＨ２は、第１面
２０から流体噴出用ノズル２６の高さＨ３と同じである。第２保護突起６４及び第３保護
突起６６の高さと流体噴出用ノズル２６の高さを同じとすることで、前方側から接触した
被接触部材は、流体噴出用ノズル２６に接触するとともに、第２保護突起６４及び第３保
護突起６６の少なくともいずれかと接触するため、被接触部材の流体噴出用ノズル２６に
対する衝撃を抑えることができる。したがって、流体噴出用ノズル２６の破損及び剥離を
抑制することができる。
【００５６】
　なお、図３においては、高さＨ２と高さＨ３とを同じ高さとしているが、高さＨ２を高
くし、第２保護突起６４及び第３保護突起６６を、流体噴出用ノズル２６より前方側に突
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出した構成としてもよい。第２保護突起６４及び第３保護突起６６を流体噴出用ノズル２
６より前方側に配置することで、前方側から接触する被接触部材に対して、第２保護突起
６４及び第３保護突起６６が接触した後に、流体噴出用ノズル２６が接触する、または、
流体噴出用ノズル２６の被接触部材への接触を防止することができ、流体噴出用ノズル２
６の破損及び剥離を防止することができる。
【００５７】
　図２、図３に戻り、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の先端
面１４の配置関係について更に説明する。
【００５８】
　第１保護突起６２は、上述したように、流体噴出用ノズル２６の中心と観察窓３０の中
心とを結ぶ仮想直線６８の一方側にオフセットした位置に配置されている。流体噴出用ノ
ズル２６から噴出された洗浄液は、観察窓３０を通過し、流体排出面３２から排出される
。第１保護突起６２を流体排出面３２と異なる位置、すなわち、観察窓３０に対して流体
噴出用ノズル２６の反対側からずらして配置することで、洗浄液が先端面１４上に残るこ
となく、洗浄液の排出を行うことができる。また、先端面１４を長手軸方向から平面視し
た際に、第１保護突起６２と観察窓３０との間隔を長くすることで、被接触部材が第１保
護突起６２に接触した際の観察窓３０と被接触部材との隙間を広くすることができる。
【００５９】
　第２保護突起６４及び第３保護突起６６は、第１照明窓２８及び第２照明窓２９から離
間して配置されていることが好ましい。第２保護突起６４及び第３保護突起６６を、第１
照明窓２８及び第２照明窓２９から離間して配置することで、流体噴出用ノズル２６から
噴射された洗浄液が、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の近傍に残り、水滴や残渣
により、第１照明窓２８及び第２照明窓２９への汚れの付着を防止することができる。第
１実施形態においては、延設部７０ａ、７０ｂを設け、第２保護突起６４及び第３保護突
起６６が設けられている。また、第１照明窓２８及び第２照明窓２９は、接着剤により先
端部本体４０と封止固定されている。第２保護突起６４及び第３保護突起６６を第１照明
窓２８及び第２照明窓２９から離れて配置することで、第１照明窓２８及び第２照明窓２
９を先端部本体４０に封止固定する際の接着剤の塗布作業を容易に行うことができる。
【００６０】
　本実施形態においては、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６を
前方側に突出させることで、被接触部材が観察窓３０に接触することを防止することがで
きる。また、流体噴出用ノズル２６への被接触部材の接触による衝撃を抑えることができ
る。第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の高さが高くなると、観
察窓３０で観察される内視鏡観察範囲内に第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３
保護突起６６が映り込む場合がある。特に本実施形態の内視鏡のように、下部内視鏡にお
いては、観察窓３０から観察できる被検体の範囲を広くするため、約１７０°の視野範囲
が求められている。そのため、第１保護突起６２、第２保護突起６４、及び、第３保護突
起６６を先端面１４に設けるにあたっては、内視鏡観察範囲外に配置されることが好まし
い。内視鏡観察範囲とは、プロセッサ装置に接続されたモニタ（不図示）に、観察部によ
り撮影され観察画像を出力した際のモニタ内画像範囲のことである。さらに、第１保護突
起６２及び第２保護突起６４は、観察窓３０の視野範囲外に配置することが好ましい。観
察窓３０の視野範囲とは、観察部の光学系を介して取り込まれる視野範囲を意味する。第
１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６を内視鏡観察範囲外に配置する
ためには、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の高さ及び先端面
１４内の位置を設定することで行うことができる。
【００６１】
　《変形例》
　次に第１実施形態の先端面の変形例を先端面の簡略図で説明する。図６は、図３に示す
第１実施形態の簡略図であり、図７は、第１実施形態の変形例の先端部８０の簡略図であ
る。図７に示す先端部８０は、第２面２３に第２保護突起６４及び第３保護突起６６を有
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するが、延設部を有さない点が図６に示す先端部７と異なっている。
【００６２】
　図７に示す先端部８０においては、延設部を設けずに第２面２３に第２保護突起６４及
び第３保護突起６６を有し、第１保護突起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６
によって囲まれる外環領域Ｓ内に観察窓３０が含まれるようにする。また、流体噴出用ノ
ズル２６は、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の間に配置され、流体噴出用ノズル
２６の少なくとも一部が、外環領域Ｓ内に含まれるようにする。これにより、被接触部材
の観察窓３０への接触を防止することができる。また、流体噴出用ノズル２６への被接触
部材の衝撃を低減することができる。
【００６３】
　図８は、他の変形例を示す先端部８５の簡略図である。図８に示す先端部８５は、第２
面２３を図６に示す先端部７より第１面２０側に広く形成されている。第２保護突起６４
及び第３保護突起６６は、第２面２３の第１面２０との境界部分で、先端面１４の外縁部
に配置されている。先端面１４の中央部分は、第２面２３と第１面２０との境界部分を観
察窓３０側とすることで、第１面２０に設けられた流体噴出用ノズル２６を第２保護突起
６４及び第３保護突起６６の間に配置できる。流体噴出用ノズル２６を第２保護突起６４
及び第３保護突起６６の間に設けることで、流体噴出用ノズル２６の一部を、第１保護突
起６２、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の外環領域Ｓ内に含まれるようにするこ
とができる。
【００６４】
　なお、第２保護突起６４及び第３保護突起６６の位置は、第１実施形態と同様に、第１
照明窓２８及び第２照明窓２９から離間して配置されていることが好ましい。
【００６５】
　＜第２実施形態＞
　図９は、第２実施形態の先端部９０を拡大して示した斜視図であり、図１０は平面図で
ある。図９及び図１０に示す先端部９０は、第１面２０に第４保護突起９２及び第５保護
突起９４を備えている点が第１実施形態に示す先端部７と異なっている。
【００６６】
　第１面２０及び第２面２３を有し、第１面２０に、処置具導出口２５及び流体噴出用ノ
ズル２６を有し、第２面２３に第１照明窓２８、第２照明窓２９及び観察窓３０を有する
点は、第１実施形態と同じである。
【００６７】
　第２実施形態においては、第１面２０に、第４保護突起９２及び第５保護突起９４を有
する。第１実施形態の第２保護突起及び第３保護突起と同様に、第４保護突起９２及び第
５保護突起９４の高さは、流体噴出用ノズル２６の高さより高くする、または、同じ高さ
とする。さらに、第１保護突起６２、第４保護突起９２及び第５保護突起９４によって囲
まれる外環領域Ｓ内に、観察窓３０及び流体噴出用ノズル２６の一部が含まれるように配
置する。これにより、被接触部材の観察窓３０への接触を防止し、流体噴出用ノズル２６
への被接触部材の衝撃を低減することができる。
【００６８】
　第４保護突起９２及び第５保護突起９４と、流体噴出用ノズル２６と、の挿入部２の長
手軸方向の位置関係については、第４保護突起９２及び第５保護突起９４の第１面２０か
らの高さと流体噴出用ノズル２６の第１面２０からの高さと、を同じ高さとする。これに
より、前方側から接触する被接触部材は、第４保護突起９２及び第５保護突起９４に接触
することなく、流体噴出用ノズル２６に被接触部材が直接的に接触することがないので、
被接触部材からの流体噴出用ノズル２６への衝撃を抑えることができる。または、第４保
護突起９２及び第５保護突起９４の第１面２０からの高さを流体噴出用ノズル２６の第１
面２０からの高さより高くしてもよい。これにより、被接触部材と流体噴出用ノズル２６
が接触しない、あるいは、接触しても第４保護突起９２又は第５保護突起９４が接触した
後に、流体噴出用ノズル２６が接触するため、被接触部材かたの衝撃を抑えることができ
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る。したがって、流体噴出用ノズル２６の破損及び剥離を抑制することができる。
【００６９】
　第１面２０に第４保護突起９２及び第５保護突起９４を設けることで、第１実施形態と
比較し、外環領域Ｓの面積を大きくすることができる。したがって、挿入部２の長手軸方
向の平面視において、流体噴出用ノズル２６の多くを外環領域Ｓ内に含ませることができ
るので、流体噴出用ノズル２６への被接触部材の衝撃を低減することができる。
【００７０】
　また、第１面２０に第４保護突起９２及び第５保護突起９４を設けることで、第１実施
形態の場合と比較し、長手軸方向の平面視において、観察窓３０から第４保護突起９２ま
での距離、及び、観察窓３０から第５保護突起９４までの距離を長くすることができる。
したがって、第４保護突起９２及び第５保護突起９４の第１面２０からの高さを、第１実
施形態の第２保護突起６４及び第３保護突起６６の第１面２０からの高さより高くしても
、観察窓３０で観察される内視鏡観察範囲内に映り込むことを防止することができる。第
４保護突起９２及び第５保護突起９４の第１面２０からの高さ高くすることで、被接触部
材の観察窓３０への接触、流体噴出用ノズル２６への接触を防止することができる。
【００７１】
　なお、第１実施形態及び第２実施形態においては、３つの保護突起を有する態様で説明
したが、保護突起の数は特に限定されない。４つ以上の保護突起を有する場合においても
、全ての保護突起によって囲まれる外環領域内に、観察窓及び流体噴出用ノズルの一部を
含むように配置することで、本発明の効果を奏することができる。
【符号の説明】
【００７２】
１　内視鏡
２　挿入部
３　操作部
４　ユニバーサルコード
５　軟性部
６　湾曲部
７　先端部
８、９　アングルノブ
１０　送気送水ボタン
１１　吸引ボタン
１２　処置具導入口
１４　先端面
２０　第１面
２２　突出部
２３　第２面
２４　傾斜面
２５　処置具導出口
２６　流体噴出用ノズル
２６Ａ　基端部分
２６Ｂ　先端部分
２７　噴出口
２８　第１照明窓
２８Ｓ　表面
２９　第２照明窓
２９Ｓ　表面
３０　観察窓
３０Ｓ　表面
３２　流体排出面
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４０　先端部本体
４４　鏡胴
４６　送気送水チャンネル
５０　開口
５２　接着剤
５２Ｓ　表面
５４　開口
５６　開口
６１　開口
６２　第１保護突起
６４　第２保護突起
６６　第３保護突起
６８　仮想直線
７０ａ　延設部
７０ｂ　延設部
８０　先端部
８５　先端部
９０　先端部
９２　第４保護突起
９４　第５保護突起
Ｓ　外環領域

【図１】 【図２】
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